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危険性又は有害性等の調査等の実施の促進に当たり当面留意すべき事項について

危険性又は有奮性等の調査等の実施の促進については､平成 18年 3月 31日付け進一発第

0331027号 ｢労働安全衛生法等の一部改正等に伴 う安全衛生業務の推進について｣(以下

｢18年通達｣という.)により周知を図り､実施を終極的に指導することとされていると

ともに､第 11次労働災害防止計画において実施率を着実に向上させることが重点 とされ､

各種指導手法により計画的かつ効果的に実施するよう指示されているところである｡

また､平成 20年度においては､平成 20年 3月 11日付け塵発第 0311001号 ｢菜務の効

果的 ･効率的な推進について｣により､危険性又は有害性等の調査等の実施促進のための

指導について､PDCAサイクルを念頭 として業務の実施状況を検証する対象とし､その

実施状況等の把握を行ったところであり､その結果､全体としては危険性又は有害性等の

調査等の実施の進展が見られるものの､引き続き､効果や効率の観点から業務の改密を行

い､一周の促進を図る必要が認め られるところである｡

ついては､平成 21年度以降における危険性又は有身性等の調査等の実施促進のための

指導の実施に当たっては､平成 21年 2月 17日付け基安発第 0217001号 ｢安全術生業務の

効果的 ･効率的な推進について｣(以下 ｢21年度pDCA通達｣ とい う｡)によるととも

に､下記の事項に配意の上､適切に取 り組まれたい｡

記

1 基本的考え方

危険性又は有害性等の調査等の実施については､労働安全衛生法第 28条の 2に基づ

く努力義務であるが､多様化する事業場内の危険性又は有零性の要因に対応 して労働災

害の防止を図るためには､義務化された最低基準である労働安全衛生関係法令の規定を

遵守するのみならず､危険性又は有審性等の調査等の幅広い普及が必要である.

このため､各労働局においてこの実施促進を中長期的な取組が必要な重点課題と位置

付け､事業場の関係者､隣係団体等に対 し､危険性又は有害性等の調査等の趣旨の周知

徹底を図るとともに､事業場に対する指導を計画的に推進することとし､
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2 管内状況の手巴握について

また､既に管内状況について把握している場合 には､新たに行 う必要はないことO

3 中期推進計画の策定に当たっての留正二1-j･J:項について

危険性又は有害性等の那衣等の実施については､各局において計画的に取 り組んでい

くこととされているところであり

危険性又は有害性等の調査等の実施に係る指導については､中期推進計画を策定する

ことにより指導対象 ･手法 ･時期等が明確になり効果的な取組が期待できると考えられ

ることから､2ユ年度pDCA通達において指示されたところにより､全局において､

管内の状況に応じた危険性又は有雷性等の調査等の実施促進の取組に関する日枝を設定

した中IJB推進計画を策定して取 り組むことO

4 指導等対象事業場に対する指導等について
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効果的､効率的な指導を実施するため､別紙 lにより事業場が危険性又は有等性等

の調査等を実施しているかを判断する要素を示すので､指導に際し参考とすること｡

また､指導の結果､改善を要する事業場に対する措導文書の例を別紙 2により示す

ので､必要に応じ活用すること｡危険性又は有害性等の調査等の実施に関する指導事

項のほかに指導事項がある場合等には､別紙2の記以下を安全衛生指導番等の即紙と

して交付 して差し支えないことD

さらに､自主点検を実施する場合には､自主点検窓の例を別紙 3により示すので､

参考とすること｡

行うこと｡

(3) 安全衛生診断事業等の商用

と｡

(4) 関係鞘負人が混在する製造業の事業場に対する指導

5 団体等に対する指導について

6 各局の取組事例について
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別紙 2

平成 年 月 日

(事業者)あて

所属

官職 氏名

危険性又は有害性等の調査等の実施に関する指導書

労働安全衛生法第 28条の 2に基づく危険性又は有害性等の調査等に関し､貴事業場に

おいては､口にレ印を付した事項について､改善等の措置に取 り漣むようお願いします｡

なお､改善等の状況については､ 年 月 日までに報告してくださいO

記

D l 危険性又は有害性等の調査等の実施体制等を整備 してください｡

ロ① 事兼の実施を統括管理する者に危険性又は有害性等の調査等の実施を統括管理さ

せてください｡

ロ② 安全管理者､衛生管理者等に危険性又は有害性等の調査等の実施を管理させてく

ださい｡

ロ③ 化学物質等の管理を担当する者 (化学物質管理者)を指名 し､化学物質等の危険

性又は有害性等の調査等の実施に関する技術的業務を行わせてください｡

ロ④ 危険性又は有事性等の調査等の担当者 (特に安全管理者､衛生管理者､化学物質

管理者等)等に必要な教育を受給させてくださいD

□ 2 安全相生委員会において､危険性又は有害性等の調査等の実施､結果に基づく措置

について､必要な調査帝議を行ってください｡

口① 安全衛生委員会の運営規程等に委員会の調査審誠司T項として危険性又は有害性等

の調査等に関することを規定してください｡

D② 定期的に及び必要に応じて､危険性又は有害性等の調査等の実施状況､結果に基

づく措置の実施状況､今後の予定等について調査籍議するようにしてください｡

□3 危険性又は有害性等の調査等を実施し､記録を作成 してください｡

□① 労働者への危険が予測される作業､化学物質等を選定し､作業標準､機械設備等

の仕様啓､MSDS等の資料 ･情報を入手し､危険性又は有害性の特定を行ってくだ

さい｡

ロ② 特定された危険性文は有害性についてリスクの見積 りを行ってください｡

□③ 特定された危険性又は有害性についてリスク低減措置の検討を行ってください｡

ロ① 優先度の高いリスクについて､今後､適切な時期にリスク低減措置を論じてくだ

さいDその際､優先順位の高いリスク低減措置を採用するよう努めてくださいD

□⑤ 危険性又は有害性等の調査等を実施 した結果について記録を作成してください｡

ロ4 関係請負人が同一の場所で混在 して作業を実施することによる危険性又は有害性等
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の調査等を実施 してください｡

□(D 元方･.1.ド-業者 と関係訂げL人との協議組織等において､危険性又は有害性等の調査等

に関することについて段言速を行ってください｡

ロ(診 関係試負人が同一の場所で混在 して作業を実施することによる危険性又は有害性

等の調査等の内容について関係言Lri負人に伝達 し､関係書l■E負人に必要な緒言''′l':を:lrlJじさ

せるよう指導 してくださいo
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別紙 3

危険性又は有害性等の調査等の実施に関する自主点検表

1 危険性又は有害性等の調査等の実施体制等の整備状況

① 事業の実施を統括管理する者は危険性又は有害性等の調査等の実施を統括管理 して

いますか｡

② 安全管理者､衛生管理者等に危険性又は有害性等の調査等の実施を管埋させていま

すか｡

③ 化学物質等の管理を担当する者 (化学物質管理者)を指名 し､化学物質等の危険性

又は有害性等の調査等の実施に関する技術的業務を行わせていますか｡

① 危険性又は有害性等の調査等の担当者 (特に安全管理者､衛生管理者､化学物'B-[管

理者等)等に必要な教育を受講させていますか｡

2 安全衛生委員会における危険性又は有害性等の調査等の実施等の調査鮮故状況

① 安全術生委員会の運営規程等に委員会の調査審談事項として危険性又は有害性等の

調査等に関することを規定していますかO

② 安全衛生葬県会において､危険性又は有寄性等の調査等の実施状況､結果に基づく

括笹の実施状況､今後の予定等について調査頚芋識していますか｡

3 危険性又は有害性等の調査等の実施状況

① 労倒者-の危険が予測される作業､化学物質等を選定し､作業機叩､梯械設備等の

仕様古､MSDS等の資料 ･情報を入手し､危険性又は有害性の特定を行っていますか｡

② 特定された危険性又は有害性についてリスクの見秘 りを行っていますか｡

③ 特定された危険性又は有害性についてリスク低減措置の検討を行っていますかD

④ 優先度の高いリスクについて､リスク低減措置を引/1-じていますか.

⑤ 優先順位の高いリスク低減措置を採用するようにしていますか｡

⑤ 危険性又は有害性等の調査等を実施 した結果について記録を作成 していますかD

※ 自主点検の結果､実施できていない事項については､段階的に改蜜に取 り組んでく

ださい｡

-7-


